
（平成２３年６月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 18 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 40 件

国民年金関係 13 件

厚生年金関係 27 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 4280 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年４月から同年６月までの期間及

び同年 11 月から 58 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められ、また、57 年７月から同年 10 月までの期間の国

民年金保険料については、重複して納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 58 年３月まで  

私は国民年金保険料を昭和 54 年から 61 年まで納付していたのに、57

年４月から 58 年３月までの保険料が未納になっている。この頃はＡ地

に帰って仕事をしていた頃で、保険料は父親が納付してくれていたはず

なので申立期間の保険料が未納になっているのは納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    １ 申立人は、Ａ地に帰って仕事をしていた申立期間当時、その父が国民

年金保険料を納付してくれていたはずだとしているところ、その父は国

民年金が発足した昭和 36 年４月から 60 歳に到達するまでの全て保険料

を納付している上、付加保険料についても納付していることから、納付

意識は高いと考えられる。 

 また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、当時、申立人

が実家の台所を大幅に改修した際の手間賃の代わりに、その父が保険料

を納付してくれていたことを昭和 61 年にその父から聞いたとしており、

その内容には信憑性
しんぴょうせい

がうかがえる上、納付意識の高いその父が、国民

年金の手続を行い、申立人の保険料を納付していたとしても不自然では

ない。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

２ オンライン記録から、昭和 58 年７月から同年 10 月までの期間に重複

して納付された申立人の国民年金保険料が 57 年７月から同年 10 月まで

の期間の保険料に充当されていることが確認できることから、当該期間

については上記の申立人の父が納付した保険料と充当された保険料が重

複して納付されていると認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4287 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年３月及び 48 年４月から 49 年７月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 大正 13 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年３月 

             ② 昭和 48 年４月から 49 年７月まで 

申立期間①及び②について、私は、Ａ区に住んでいた時にＡ区役所の

人から国民年金への加入を勧められて夫婦二人分の国民年金保険料を納

付していた。最初は区役所から集金人が来ていたが、途中から納付書に

なったと記憶している。納付書になってからは、Ｂ銀行（現在は、Ｃ銀

行）Ｄ支店（昭和 23 年から平成 16 年４月＊日まで開業）と郵便局で納

付していた。私は昭和 36 年の国民年金制度発足時から 50 年２月まで、

全て国民年金保険料を納付しており、申立期間①及び②の保険料が未納

となっていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、申立人は、Ａ区役所の職員から国民年金へ

の加入を勧められて国民年金の加入手続をし、区役所の集金人に夫婦二人

分の国民年金保険料を納付し、その後は納付書となりＢ銀行Ｄ支店及び郵

便局で国民年金保険料を納付したとしているところ、Ａ区では昭和 45 年

３月まで同区の職員が保険料の集金を行い、同年４月以降は納付書となっ

たことが同区役所の広報紙から確認できることから申立人の申述に不自然

さはみられない。 

また、申立人は、昭和 36 年の国民年金制度発足時から 50 年２月までの

期間について、申立期間①及び②以外の期間の国民年金保険料を全て納付

していることから、納付意識は高かったものと考えられ、１か月と短期間

の申立期間①、16 か月と比較的短期間の申立期間②の国民年金保険料を



                      

  

納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年４月から49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 49 年３月まで     

    私は、昭和 43 年２月頃から 49 年５月頃まで、Ａに住み込みで働いて

いた。その期間の国民年金保険料や税金等は、全てその店の主人が手続

や納付をしてくれており、申立期間についても、その主人が国民年金保

険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料納付について、当時、申立人が住

み込みで働いていたＡの主人が納付してくれていたとしているところ、申

立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時

期から昭和 42 年９月頃に払い出されたと推認され、このことから、申立期

間は保険料を納付することが可能な期間である。 

また、申立人の国民年金保険料納付状況について、オンライン記録によ

ると、申立人が 20 歳に達した日（誕生日の前日）の属する月である昭和

42 年＊月から 60 歳に達する前月の平成 19 年＊月までの保険料は、申立

期間を除き全て納付済みとなっており、12 か月と短期間である申立期間

の保険料を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4291 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年 10 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年 10 月 

    私は、ねんきん特別便で未納期間があることを知った。申立期間の国

民年金保険料は村の区長が集金に来たので納付した。申立期間の保険料

が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料は集金に来た集落の区長に納付し

たと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番

号前後の被保険者の資格取得時期から昭和 35 年 10 月頃払い出されたもの

と推認され、このことからすると申立期間は保険料を納付できる期間であ

る。 

また、Ａ村役場（現在は、Ｂ市）は、集落ごとに国民年金委員を任命し、

当該委員が国民年金保険料を徴収していたとしており、申立人が住んでい

た「Ｃ」は集落の中に存在していること、Ａ村役場の国民年金被保険者名

簿の移動事項欄の転出欄には、「昭和 46 年 11 月＊日Ｄ市」と記載されて

いるなど、国民年金の移動届出を適切に行っているものと確認できること

から、申立期間の保険料を納付した可能性は高いものと考える。 

   さらに、申立人の友人は、申立人と同じ集落に住んでおり、１年ごとに

区長が交代したので名前は覚えていないが、集金に来た区長に現金で国民

年金保険料を納付したことを記憶しており、申立人も当然同じ区長に保険

料を納付したと思うと証言している。 

   加えて、申立人が、１か月間と短期間である申立期間の国民年金保険料

を納付できなかった特段の事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 4292 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年 11 月から 49 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年 11 月から 49 年３月まで 

私は、20 歳（昭和 48 年＊月）を過ぎた頃に自治会の班長から国民年

金に加入するよう勧められ、父が加入手続と保険料の納付をしてくれた。

申立期間における保険料について、その領収書を娘と確認したので、父

が納付したことは間違いなく、申立期間が未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳を過ぎた頃に父が国民年金への加入手続と保険料の納

付をしてくれたとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、当

該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、昭和 49 年 12 月頃に払い

出されたと推認され、その時点では、申立期間は保険料を納付できる期間

である。 

    また、申立期間を除くほかの期間の国民年金保険料は未納が無い上、申

立人が、５か月と短期間である申立期間の国民年金保険料を納付できなか

った特段の事情は見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5661 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準

報酬月額に係る記録を、平成６年４月から７年３月までは 24 万円、同年

４月から８年２月までは 53 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成６年４月１日から８年３月 31 日まで 

オンライン記録によると、申立期間の標準報酬月額が９万 2,000 円と

なっているが、月額給与は約 53 万円であったので、申立期間の標準報

酬月額を適正額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンラインの厚生年金保険被保険者資格記録においては、当初、申立

人の有限会社Ａにおける申立期間に係る標準報酬月額は、平成６年４月

から７年３月までは 24 万円、同年４月から８年２月までは 53 万円と記

録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平

成８年３月 31 日）より後の同年４月２日付けで、６年４月まで遡って

９万 2,000 円に訂正されていることが確認できる上、申立人以外に元取

締役３人についても、同日に、６年４月まで遡って標準報酬月額が引き

下げられていることが確認できる。 

また、商業登記簿謄本から申立人が有限会社Ａの監査役であったこと

が確認できるが、複数の取締役から、「申立人は申立期間当時、支店で

あったＢ区の店に勤務しており、社会保険手続に関してはＣ区の本店で

事業主が行っていた。当該訂正処理については、社会保険事務所の職員

が同社に来た際に手続がなされたのだと思う。」と供述していることか

ら、申立人が当該手続に関わっていたとは考え難い。 

これらの事実を総合的に判断すると、平成８年４月２日付けで行われ



                      

  

た遡及訂正処理は事実に即したものとは考え難く、申立人の申立期間

に係る標準報酬月額については、事業主が、当初、社会保険事務所に

届け出た６年４月から７年３月までは 24 万円、同年４月から８年２月

までは 53 万円とすることが必要と認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5676 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、

当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を申立

期間①は 90 万円に、申立期間②及び③を 95 万円に、申立期間④及び⑤を

92 万 6,000 円に、申立期間⑥及び⑦を 90 万 3,000 円に、申立期間⑧及び

⑨を 88 万 2,000 円に、申立期間⑩及び⑪を 86 万 1,000 円に、申立期間⑫

を 84 万 1,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15 年７月１日 

② 平成 15 年 12 月１日 

③ 平成 16 年７月１日 

④ 平成 16 年 12 月１日 

⑤ 平成 17 年７月１日 

⑥ 平成 17 年 12 月１日 

⑦ 平成 18 年７月１日 

⑧ 平成 18 年 12 月１日 

⑨ 平成 19 年７月１日 

⑩ 平成 19 年 12 月１日 

⑪ 平成 20 年７月１日 

⑫ 平成 20 年 12 月１日         

    株式会社Ａから支給された平成 15 年７月から 20 年 12 月までの賞与

について、保険料が控除されているにもかかわらず、事業所の事務処理



                      

  

遅れにより厚生年金保険の年金額に反映されない記録となっている。正

しい標準賞与額の記録として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された申立期間に係る賞与明細書から、申立人は、株式

会社Ａから賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、賞与明細

書における当該賞与額に係る厚生年金保険料控除額から、申立期間①は

90 万円に、申立期間②及び③を 95 万円に、申立期間④及び⑤を 92 万

6,000 円に、申立期間⑥及び⑦を 90 万 3,000 円に、申立期間⑧及び⑨を

88 万 2,000 円に、申立期間⑩及び⑪を 86 万 1,000 円に、申立期間⑫を 84

万 1,000 円に訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は納付していないことを認めており、当該保険料を徴収す

る権利が時効により消滅した後に、申立人に係る賞与の届出を行っている

ことから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間③に係る標準報酬月額の記録については、平成 14 年

10 月から 15 年６月までを 50 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年 11 月 13 日から８年６月 1 日まで 

② 平成８年 10 月１日から９年 10 月１日まで 

③ 平成 14 年 10 月１日から 15 年７月 1 日まで 

   ねんきん定期便により、株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）に勤務し

た申立期間①の期間及び、株式会社Ｃに勤務した申立期間②、③の標準

報酬月額が当時支払われていた給与額と相違していることが分かった。

株式会社Ａでは課長として、株式会社Ｃでは支店長として勤務し、営業

成績が良かったのでコミッションが高く 60 万円くらいの報酬を得てい

たので、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給

付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額又は申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

 

２ 申立期間③の標準報酬月額については、株式会社Ｃの事業主が提出し

た源泉徴収簿により、申立人が、当該期間においてオンライン記録で確



                      

  

認できる標準報酬月額（26万円）を超える報酬月額の支払を受け、厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、源泉

徴収簿から推認できる厚生年金保険料控除額から、50万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は「資格取得時の報酬月額の届出を誤っ

た。」と回答していることから、事業主は、源泉徴収簿から推認できる

厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額に見合う厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除

く。）について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

３ 申立期間①については、株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）の事業主

が提出した健康保険厚生年金保険被保険者資格取得及び標準報酬月額決

定通知書における標準報酬月額は、申立人のオンライン記録における標

準報酬月額と一致していることが確認できる上、雇用保険被保険者資格

取得時賃金は厚生年金保険被保険者資格取得時の標準報酬月額と一致し

ていることが確認できる。 

また、事業主は「当時の賃金台帳は保管されていないが、資格取得時

の届出に基づき厚生年金保険料を控除しているはずである。資格取得時

の見込額は基本給のみであり、コミッション想定の給与額を見込んでい

ない。コミッションはそれぞれ違うので、算定基礎届で実績を加算し、

月額の見直しを行っている。当時も現在と同じ取扱いであったはず。」

と回答している。 

 

４ 申立期間②については、申立人提出の預金通帳から、オンライン記録

で確認できる標準報酬月額より高額の給与が株式会社Ｃから支払われて

いることが確認できるものの、同社の事業主は、「当時の関係資料が保

管されておらず、申立人の保険料控除については不明であるが、申立人

は、申立期間当時は歩合給であった。」と回答している。 

また、オンライン記録から、同社に申立人と同時に（平成８年10月１

日付け）資格取得した同僚７人の資格取得時の標準報酬月額は、申立人

とほぼ同額であることが確認できるとともに、申立人を含め全員が資格

取得してから９か月後の平成９年７月１日付けで標準報酬月額の随時改

定が行われていることが確認できる。 

 



                      

  

５ このほか、申立期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月

額に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5681 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間①について、申立人が主張する標準報酬月額であった

ことが認められることから、当該申立期間の標準報酬月額に係る記録を

34 万円に訂正することが必要である。 

また、申立期間②のうち、平成５年１月 31 日から同年２月 17 日までの

期間について、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の資格喪失日は、

平成５年２月 17 日であると認められるとともに、平成５年１月の厚生年

金保険料を事業主から控除されていることが認められることから、申立人

の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標

準報酬月額に係る記録を 38 万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年８月１日から４年８月１日まで 

             ② 平成５年１月 31 日から６年７月 20 日まで 

    株式会社Ａに勤務していた期間の平成３年 10 月からの標準報酬月額

が極端に低かったので年金事務所で訂正してもらったが、ほかの期間も

当時の給与よりも低い報酬で記録されていることを知った。また、同社

には、平成６年７月 20 日まで勤務していたのに５年１月 31 日からの厚

生年金保険の加入記録が無いので、年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａ

における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成２年８月から４年

７月までは 34 万円、４年８月から同年 12 月までは 38 万円と記録され

ていたところ、４年３月６日付けで、２年８月から同年９月までの期間

が 22 万円に、２年 10 月から４年７月までの期間は 24 万円に、また、

同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった５年１月 31 日以降の同

年２月 17 日付けで、３年４月から４年 12 月までの期間が８万円に遡っ

て訂正されており、申立人と同様に事業主、役員及び複数の同僚につい



                      

  

ても標準報酬月額が遡って引き下げられていることが確認できる。 

一方、申立人が平成３年 10 月からの標準報酬月額の記録を年金事務

所で訂正してもらったと供述しているところ、オンライン記録から、平

成 22 年３月５日付けで、年金事務所の職権により３年４月から４年７

月までの期間については 24 万円に訂正し、４年８月から同年 12 月まで

の期間については、事業主が社会保険事務所（当時）に当初届け出た

38 万円に訂正されていることが確認できる。 

また、役員及び複数の同僚は、「経営不振で資金繰りに苦労してい

た。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成４年３月６日及び５年２月 17 日

付けで、かかる処理を行う合理的な理由は無く、申立期間①の標準報酬

月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の当該期間

に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 34 万

円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間②について、雇用保険の加入記録から、申立人が当該期間に

おいて、株式会社Ａに勤務していたことが認められるが、オンライン記

録では、申立人の同社における厚生年金保険の資格喪失日は平成５年１

月 31 日と記録されており、当該資格喪失処理は、同社が厚生年金保険

の適用事業所でなくなった５年１月 31 日以降の同年２月 17 日（申立期

間①における２回目の訂正処理日と同日）に行われていることが確認で

きる。 

また、役員及び複数の同僚は、「株式会社Ａが厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成５年１月 31 日以降も事業は継続していた。」と

供述している上、商業法人登記簿から、同社は 14 年 12 月＊日に解散し

ていることが確認でき、同社が適用事業所としての要件を満たしていた

と認められることから、当該適用事業所でなくなったとする処理を行う

合理的な理由は見当たらない。 

さらに、申立人が所持する給与支給明細書から翌月控除であったこと

が確認でき、平成５年２月分の給与支給明細書から同年１月の保険料控

除が確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成５年１月 31 日

に資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該資格喪失処

理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪

失日は、資格喪失の処理が行われた同年２月 17 日とすることが妥当で

ある。 

なお、申立期間②のうち、平成５年１月の標準報酬月額については、

申立人の株式会社Ａにおける平成４年 12 月のオンライン記録から、38



                      

  

万円とすることが必要である。 

一方、申立期間②のうち、平成５年２月 17 日から６年７月 20 日まで

の期間については、上記のとおり、雇用保険の加入記録から、申立人が

株式会社Ａに勤務していたことが確認できるものの、申立人が所持する

給与支給明細書から、平成５年２月以降の厚生年金保険料が控除されて

いないことが確認できる。 

また、事業主は既に亡くなっていることから、申立人に係る厚生年金

保険料の控除等について確認できない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のう

ち、昭和44年12月から45年２月までを６万8,000円に訂正することが必要

である。 

なお、事業主が、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年８月１日から45年５月25日まで 

    ねんきん定期便による標準報酬月額の月別状況を確認したところ、株

式会社Ａから届出された標準報酬月額がいやに低いことが判明した。同

社の前に勤務していた会社での標準報酬月額は３万円であったが、同社

では入社してから３年間が２万6,000円である。当時、物価が高いと言

われたＢ地に給料が下がってまで出て行く訳は無く、会社が給料から食

事代・部屋代等を差し引いた後の金額を社会保険事務所（当時）に届出

をしたと考えられる。また、同社退職後に、専務だった方が設立した会

社に勤務したが、そこでの標準報酬月額は８万円となっている。そこの

入社時の給与は、株式会社Ａでの額を参考に多少プラスされた記憶があ

るので、２万円の加算はあり得ない。株式会社Ａでの標準報酬月額の記

録がおかしいので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。  



                      

  

申立人の同僚が保管していた株式会社Ａに係る昭和42年11月分から45年

２月分までの給与明細書によると、当該同僚は、44年12月から45年２月ま

での期間について、オンライン記録の標準報酬月額３万9,000円を超える

報酬月額の支払を受け、オンライン記録より一等級上の標準報酬月額（４

万2,000円）に相当する厚生年金保険料率に基づく保険料を事業主により

給与から控除（当月控除）されていることが確認できることから、申立人

の当該期間に係る標準報酬月額についても、前述の同僚と同様に、オンラ

イン記録よりも上の標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業主によ

り控除されていたと推認できる。 

以上のことから、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、６

万8,000円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前

の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）の事業主による納付義

務の履行については、事業主は既に亡くなっていて不明であり、このほか

に確認できる関連資料、周辺事情は見当たらないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

 また、政府が当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料、周辺事情が見当たらないこと

から、行ったとは認められない。 

 一方、申立期間のうち昭和41年８月から44年11月まで、45年３月及び同

年４月の期間については、同僚が保管していた前述の給与明細書によると、

当該同僚は、42年11月から44年９月までの期間については、オンライン記

録どおりの標準報酬月額２万円に相当する保険料を、同年10月及び同年11

月については、オンライン記録の標準報酬月額３万9,000円よりも低額の

標準報酬月額２万2,000円に相当する厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていることが確認できる。 

 また、株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿により、申立期間に同社

に２年以上在籍した申立人及び上記同僚を含む同僚20人について、標準報

酬月額の記録を確認したところ、全員の標準報酬月額が、昭和41年10月の

算定から44年９月までの期間について変動が無く同額が続いており、全員

が同年10月の算定により大幅に上がっていることを踏まえると、事業主は、

申立人の標準報酬月額の取扱いを同僚の取扱いと同様にしていたと認めら

れる。 

 さらに、事業所は既に解散して、事業主も亡くなっており、申立人の申

立期間に係る保険料控除を確認できる給与明細書等の資料が無く、申立人

がオンライン記録とは異なる標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により控除されていたかどうかは確認できない。 



                      

  

なお、同社に係る事業所別被保険者名簿には、標準報酬月額の取消し及

び遡及訂正等の不合理な処理の痕跡は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和 41 年８

月から 44 年 11 月まで、45 年３月及び同年４月の期間について、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

  



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5686 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

①のうち、平成８年９月から９年９月までは 41 万円、同年 10 月から 10

年９月までは 47 万円に訂正することが必要である。 

また、申立人は、申立期間②について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、当該期間の標準報酬月額の記録を 41 万円に訂正すること

が必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成８年９月１日から10年10月１日まで 

         ② 平成10年10月１日から13年７月１日まで 

年金記録確認第三者委員会から、Ａ株式会社に勤務していた時の同僚

３人について年金記録に関する調査協力があったが、自分の厚生年金保

険の標準報酬月額についても、実際に受け取っていた給与よりも大きく

引き下げられて記録されている。 

給料明細書は持っていないが、リストラで辞めるまで、給料から控除

されていた厚生年金保険料額に変化が無かったので、標準報酬月額の記

録を正しい額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録によると、申立てに係るＡ株式

会社における厚生年金保険被保険者の標準報酬月額は、平成10年９月14

日付けで申立人を含む８人の標準報酬月額が８年９月１日に遡って訂正

されており、申立人の標準報酬月額も同年９月から９年９月までは41万



                      

  

円から20万円に、同年10月から10年９月までは47万円から20万円に訂正

されていることが確認できる。 

また、滞納処分票から、当該事業所は平成９年から13年２月まで保険

料の滞納があったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのような訂

正処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該期間において標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、当該遡及

訂正の結果として記録されている申立人の標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た平成８年９月から９年９月までは41万円に、

同年10月から10年９月までは47万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、給与明細書は無いものの、Ｂ市が保

存している申立人に係る市民税・県民税申告書には、Ａ株式会社発行の

平成12年分及び13年分の給与所得の源泉徴収票が添付されており、当該

源泉徴収票に記載された社会保険料等の控除額から、当該期間の標準報

酬月額は41万円であったと認められる。 

また、雇用保険の雇用保険受給資格者証における離職時賃金日額から、

離職前６か月における報酬月額は41万円であったと認められる。 

さらに、事業主は、申立人が運転手であったと供述しているところ、

申立期間当時、申立人と同じ運転手であった同僚３人が所持していた給

与明細書から、41万円の報酬月額の支払を受け、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが確認できる。 

加えて、事業主は、申立期間②に係る当該事業所の標準報酬月額につ

いて、「社員全員の給与台帳は２種類作成した。社会保険事務所には、

実際と違って少ない給与額を記載した給与台帳を算定基礎資料にして、

標準報酬月額の算定届を行っていた。社員に支給する給与は、実際の総

支給額に見合う保険料を控除して支給した。」と供述している。 

したがって、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額については、上

述の源泉徴収票から確認できる保険料控除額等から、41万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が申立期間②における申立人の標準報酬月額を、実際の給与より

少ない標準報酬月額で届け出たとしていることから、その結果、社会保

険事務所は、当該期間の標準報酬月額に見合う保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5687 

 

第１ 委員会の結論 

１ 事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立

期間①のうち、平成３年４月から同年９月までの期間は 22 万円、同年

10 月から４年２月までの期間は 26 万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、

平成４年４月８日であると認められることから、申立人の申立期間②に

おける資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額については、26 万円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年４月１日から４年３月31日まで 

         ② 平成４年３月31日から同年４月８日まで 

         ③ 平成４年４月８日から同年10月１日まで 

年金事務所から、株式会社Ａに勤務していたときの標準報酬月額につ

いて問い合わせがあり、厚生年金保険の記録では、実際に受け取ってい

た給与と大幅に異なっていることに気がついたので、訂正してほしい。 

また、平成４年９月30日まで同社に勤務していたのに、被保険者資格

喪失日が同年３月31日となっているので、給与明細書は無いが、被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録から、申立人の株式会社Ａにお

ける標準報酬月額は、当初、平成３年４月から同年９月までが22万円、

同年10月から４年２月までが26万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成４年３月31日）後の同

年４月８日付けで、３年４月１日に遡って８万円に引き下げられている



                      

  

ことが確認できる。 

また、オンライン記録から、申立人と同じく平成４年３月31日に厚生

年金保険被保険者資格を喪失している同僚96人も、申立人と同日の同年

４月８日又は同年５月８日付けで標準報酬月額が遡及して引き下げられ

ていることが確認できる。 

さらに、株式会社Ａの商業登記簿から、申立人は同社の役員ではなか

ったことが確認できる上、複数の元同僚が「申立人は、Ｂの営業担当者

で、社会保険事務には従事していなかった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このような

訂正処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該期間において標準報酬

月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、当該遡

及訂正の結果として記録されている申立人の標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た平成３年４月から同年９月までは22万円

に、同年10月から４年２月までは26万円に訂正することが必要である。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、複数の元同僚の供述、雇用保険の被

保険者記録及びＣ県におけるＤの記録から、株式会社Ｅに継続して勤務

していたことが確認できる。 

一方、オンライン記録では、上述したとおり、当該事業所が厚生年金

保険の適用事業所ではなくなった日（平成４年３月31日）後の同年４月

８日付けで、申立人の資格喪失日を同年３月31日に遡って処理が行われ

ていることが確認できる。 

しかしながら、商業登記簿から、当該事業所が法人であることが確認

でき、申立人の申立期間②当時において適用事業所の要件を満たしてい

たことが確認できることから、当該事業所が適用事業所でなくなった処

理及び申立人の当該事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日

について遡って行う処理をする合理的な理由は無く、資格喪失日に係る

有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の当該事業

所における資格喪失日を平成４年４月８日とすることが必要である。 

なお、申立期間②の標準報酬月額は、申立人の当該事業所における平

成４年２月のオンライン記録から26万円とすることが妥当である。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、上述したとおり複数の元同僚の供述、

雇用保険の被保険者記録及びＤの記録から、株式会社Ａに継続して勤務

していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｅ組合における被保険者記録の適用履歴では、申立人

の資格喪失日は平成４年３月31日とされ、同日付けで健康保険証が回収

されていることが確認できるところ、元同僚の一人が「在職中に、一方



                      

  

的に健康保険証を返却するように言われた。返却後は、給与から保険料

を引かれなかった。」と供述している。 

また、別の元同僚が、「株式会社Ａの給与は同年３月から無かった。

同年６月に同じグループ会社に移籍して、移籍先で再び被保険者になり、

給与から保険料を控除されるようになった。」と供述し、当該事業所に

係る平成４年２月分までの給与明細書を提出している。 

さらに、申立人は、平成４年３月末に会社は事実上倒産したが、Ｆが

残っていたため、同年９月末まで、販売及び残務整理を数人で行ってい

たが給与は無かったと供述している。 

加えて、元事業主は、申立期間③当時の給与や保険料控除については

不明としている。 

このほか、申立人が申立期間③において、事業主により給与から厚生

年金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無

い上、当該期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5688 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を38万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成16年７月16日 

Ａ株式会社から平成16年７月16日に支給された賞与について、年金事

務所に対する届出が遅れたことから、年金額の計算の基礎とならない記

録とされているが、このときの賞与から保険料を控除されていたので、

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ株式会社から提出された所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人

は、申立期間に係る標準賞与額（38万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 23 年

２月９日に、事業主が申立人の申立期間に係る賞与支払届を提出しており、

申立期間に係る賞与支払届が漏れていたことを認めていることから、社会

保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5689 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を30万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成16年７月16日 

Ａ株式会社から平成16年７月16日に支給された賞与について、年金事

務所に対する届出が遅れたことから、年金額の計算の基礎とならない記

録とされているが、このときの賞与から保険料を控除されていたので、

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ株式会社から提出された所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人

は、申立期間に係る標準賞与額（30万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成23年２

月９日に、事業主が申立人の申立期間に係る賞与支払届を提出しており、

申立期間に係る賞与支払届が漏れていたことを認めていることから、社会

保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5690 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を37万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成16年７月16日 

Ａ株式会社から平成16年７月16日に支給された賞与について、年金事

務所に対する届出が遅れたことから、年金額の計算の基礎とならない記

録とされているが、このときの賞与から保険料を控除されていたので、

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間における標準賞与額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付

が行われるのは、事業主が源泉控除したと認められる保険料額及び申立人

の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であることから、これら

の標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間の標準賞与額については、Ａ株式会社か

ら提出された所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により確認できる賞与額から、



                      

  

37 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成23年２

月９日に、事業主が申立人の申立期間に係る賞与支払届を提出しており、

申立期間に係る賞与支払届の提出が漏れていたことを認めていることから、

社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5691 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を30万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成16年７月16日 

Ａ株式会社から平成16年７月16日に支給された賞与について、年金事

務所に対する届出が遅れたことから、年金額の計算の基礎とならない記

録とされているが、このときの賞与から保険料を控除されていたので、

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ株式会社から提出された所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人

は、申立期間に係る標準賞与額（30万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成23年２

月９日に、事業主が申立人の申立期間に係る賞与支払届を提出しており、

申立期間に係る賞与支払届が漏れていたことを認めていることから、社会

保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案5692 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、申立人は、申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当

該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に

関する法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を34万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 平成16年７月16日 

Ａ株式会社から平成16年７月16日に支給された賞与について、年金事

務所に対する届出が遅れたことから、年金額の計算の基礎とならない記

録とされているが、このときの賞与から保険料を控除されていたので、

年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

Ａ株式会社から提出された所得税源泉徴収簿兼賃金台帳により、申立人

は、申立期間に係る標準賞与額（34万円）に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成23年２

月９日に、事業主が申立人の申立期間に係る賞与支払届を提出しており、

申立期間に係る賞与支払届が漏れていたことを認めていることから、社会

保険事務所（当時）は、申立人の申立期間に係る標準賞与額に基づく保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 5693 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間②に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の

標準報酬月額の記録を 28 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成７年１月 21 日から８年１月５日まで 

② 平成８年１月５日から同年９月３日まで 

Ａ株式会社に勤務していた期間のうち平成７年１月 21 日から８年１

月４日までの厚生年金保険の被保険者記録が無い上、被保険者記録のあ

る同年１月５日から同年９月３日までの被保険者期間における標準報酬

月額が９万 2,000 円とされているが、当時の報酬額はこのような低額で

はなかったと記憶している。厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②については、オンライン記録によると、Ａ株式会社に係る

申立人の申立期間の標準報酬月額は、当初 28 万円と記録されていたと

ころ、平成８年１月 23 日に、資格取得日である同年１月５日に遡及し

て 22 万円に減額訂正された上、同年２月 28 日に、同じく同年１月５日

に遡及して 11 万円に、さらに同年５月７日に、同じく同年１月５日に

遡及して当時の最低額である９万 2,000 円に減額訂正され、同社におい

て厚生年金保険の被保険者であった 96 人中 94 人の者の標準報酬月額が、

資格取得日に遡及して減額訂正されていることが確認できるところ、当

該処理について日本年金機構Ｂ事務センターは、「標準報酬月額の訂正

について、社会保険事務所（当時）での適切な処理が行われていなかっ

たのではないかと思われる。」と回答している。 



                      

  

 また、Ａ株式会社の元取締役は、「同社は厚生年金保険の適用事業所

となった当初から保険料の滞納があり、自らが社会保険事務所の職員と

相談の上、標準報酬月額の減額処理を行った。」と供述している。 

    これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及して行う合理的な

理由は無く、当該期間に係る標準報酬月額について、有効な記録訂正が

あったとは認められない。このため、当該遡及訂正処理の結果として記

録されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 28 万円に訂正することが必要と認められる。 

 

  ２ 申立期間①については、申立人は、Ａ株式会社はＣ株式会社が社名変

更したものであり、申立期間において同社に継続して勤務していたと

主張している。 

    しかしながら、雇用保険の被保険者台帳記録から、申立人のＣ株式会

社に係る離職日及びＡ株式会社に係る資格取得日は、オンライン記録

によるＣ株式会社に係る資格喪失日及びＡ株式会社に係る資格取得日

と合致していることが確認できる上、Ｃ株式会社に係る雇用保険受給

資格者証から、申立人は、平成７年２月 27 日に求職の申込みを行い、

同年３月７日に受給資格決定を受け、同年６月 12 日から同年 12 月４

日までの期間にわたり失業等給付の基本手当を受給していることが確

認できる。 

    また、Ａ株式会社の元事業主は「申立人のＡ株式会社における勤務期

間は不明。」と回答している上、オンライン記録から、Ｃ株式会社及

びＡ株式会社の両社において被保険者である者のうち、Ｄ地及びＥ地

に住所を有することが確認できる者全６人に問い合わせたが申立人を

記憶している者はいなかった。 

    このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情等を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4278 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年３月から 60 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 50 年３月から 60 年３月まで 

    私は母から、私が 20 歳になった昭和 50 年＊月頃にＡ市役所Ｂ出張所

で私の国民年金の加入手続を行い、母が自身の分と一緒に保険料を同市

役所同出張所に納付していたことを聞いていた。申立期間の保険料が未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母から、Ａ市役所Ｂ出張所で申立人の国民年金の加入手

続を行い、その母が自身の分と一緒に保険料を納付していたことを聞いて

いたと申し立てているが、国民年金の加入手続及び保険料を納付したとす

るその母の記憶は明確でなく、申立人自身は、国民年金の加入手続及び保

険料納付に直接関与していないため、これらの状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から昭和 60 年８月頃払い出されたと推認され、その時点

では、申立期間のうち、50 年３月から 58 年６月までの期間は時効により

保険料を納付できない期間であり、同年７月から 60 年３月までの期間は

遡って保険料を納付する期間となるが、前述のとおり、国民年金の加入状

況及び保険料の納付状況が不明である上、当委員会においてオンラインの

氏名検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡は見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4279 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年４月から 63 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から 63 年６月まで 

    昭和 60 年頃、当時交際していた女性に国民年金の加入を勧められ、

二人で一緒にＡ区役所に行き国民年金に加入した。その際に、担当者か

ら２年前までの分は納付ができるが、それ以前の分は納付できないこと

を説明され、２年分をまとめて納付した。当時の書類は廃棄して無いが、

保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納となってい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 60 年頃、当時交際していた女性に国民年金の加入を勧

められ、その女性と一緒にＡ区役所に行き国民年金の加入手続を行い、そ

の際に、担当者から２年前までの分は納付ができるが、それ以前の分は納

付できないことを説明され、２年分の保険料をまとめて納付したと申し立

てている。 

   しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の

被保険者の資格取得時期から平成２年７月頃払い出されたと推認され、そ

の時点では、申立期間の大部分の期間は時効により保険料を納付できない

期間である上、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査した

が、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらな

い。 

また、申立人は、昭和 63 年度及び平成元年度の保険料をまとめて納付

していることから、このことと申立期間の保険料を納付したこととを混同

している可能性も否定できない。    

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連



 

  

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 4281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年４月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月から 50 年 12 月まで 

私は、昭和 46 年４月からＡ区のＢに住み込みで働いていた。私の国

民年金については、店主が加入手続をしてくれ、保険料は給料からの天

引きにより、店主が納付してくれていたので、申立期間の保険料が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付をＢの店主がし

てくれたとしているが、その店主は既に他界しており、申立人自身は加入

手続及び保険料納付に関与していないことから、これらの状況が不明であ

る。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は当該記号番号前後の被保険者の

資格取得時期から昭和 50 年 12 月頃払い出されたと推認され、その時点で

は、申立期間のうち 46 年４月から 48 年９月までの期間は時効により保険

料を納付できない期間であり、同年 10 月から 50 年 12 月までの期間は、

過年度及び現年度納付により、保険料を納付する期間となるが、前述のと

おり、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明である上、当委員

会において、オンラインの氏名検索等により調査したが、申立人に別の国

民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない。 

 さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4282（事案 1572 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 40 年４月から 50 年３月までの期間、57 年４月から 60 年

３月までの期間及び同年７月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年４月から 50 年３月まで 

         ② 昭和 57 年４月から 60 年３月まで 

         ③ 昭和 60 年７月から 61 年３月まで 

昭和 40 年４月から 50 年３月までの期間及び 57 年４月から 61 年３月

までの期間に係る国民年金の納付記録を照会したところ、60 年４月か

らの３か月を除き、納付事実が確認できないとの回答をもらった。しか

し、これらの期間の保険料を納付しているので、未納は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の上記申立てに対して、申立期間①に係る申立てについては、申

立人はその父か元夫が国民年金を納付していたとするが、その父は既に他

界しており、その納付状況についての証言は得られず、また、その元夫か

らも具体的な納付状況に係る証言を得ることができない上、申立人は国民

年金保険料の納付に関与しておらず、その納付状況は不明であること、申

立期間②及び③については、申立人は国民年金保険料の納付を示す関連資

料が無い上、その納付状況は不明であることなどから、既に当委員会の決

定に基づく平成 21 年２月 23 日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

今回の申立てにおいて、申立人は、新たな証拠や証言は無いとしており、

これまでに収集した資料等を含めて再度検討したが、当委員会の当初の決

定を変更する事情は見当たらないことから、申立人が申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年４月から４年３月までの期間、６年２月から同年３月

までの期間、８年４月から９年８月までの期間、10 年１月から同年３月

までの期間及び 11 年４月から 13 年 11 月までの期間の国民年金保険料に

ついては、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年４月から４年３月まで 

         ② 平成６年２月から同年３月まで 

         ③ 平成８年４月から９年８月まで 

         ④ 平成 10 年１月から同年３月まで  

         ⑤ 平成 11 年４月から 13 年 11 月まで  

平成元年頃にＡ町役場（現在は、Ｂ市）の人が自宅に来て、保険料が

納付できない場合は保険料の免除申請を行うよう勧められ、当初は役場

の人に申請してもらったが、その後は毎年役場で免除申請を行ったので、

申立期間が未納となっていることに納得できない。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、国民年金保険料の免除申請を毎年行ったとしているものの、

免除申請が承認された旨の通知書等を受け取ったことは無いとしており、

申立人が毎年免除申請を行ったこと及び免除の承認を受けたことを確認で

きる資料は無く、ほかに申立期間について免除申請の承認を受けたことを

うかがわせる周辺事情は見当たらない。 

また、申立期間における免除については、原則として、申請を行った４

月から翌年３月までとする取扱いであったところ、申立人は、オンライン

記録から、平成元年４月、６年５月、７年５月及び 10 年５月に申請を行

い、いずれも申請した年の４月から翌年３月までの１年間の保険料を免除

されていることがオンライン記録から確認でき、申立人の年金記録に不自

然さは見られない。 



 

  

さらに、国民年金の事務処理は、昭和 59 年以降は記録管理業務がオン

ライン化され、電算による納付書作成、領収書の光学式文字読取機（ＯＣ

Ｒ）による入力等、事務処理の機械化が図られた上、平成９年に基礎年金

番号制度が導入されており、申立期間のうち９年以降の期間については、

記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっていると考えられ

る。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4284 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年７月から 37 年３月までの期間及び 39 年３月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年７月から 37 年３月まで 

② 昭和 39 年３月 

    私は、昭和 36 年頃Ａに勤務していたが、厚生年金保険がない会社だ

ったので国民年金に加入した。未納になっている期間の保険料は市町村

から社会保険事務所（当時）に事務が移る平成 14 年頃に、10 か月分の

未納保険料をまとめて納付した。金額は、13 万 8,000 円くらいであっ

た。申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年頃にＡに勤務し、厚生年金保険がない会社だった

ので国民年金に加入し、国民年金事務が市町村から社会保険事務所に移管

された後の平成 14 年頃に、未納になっている 10 か月分の保険料 13 万

8,000 円くらいをまとめて納付したと申し立てている。しかしながら、14

年当時においては、申立期間の国民年金保険料は時効により納付できない

期間である上、申立期間の国民年金保険料を遡って一括して納付するには

特例納付によることとなるが、申立人が保険料を納付したとする 14 年頃

には特例納付は実施されていない上、当委員会においてオンラインの氏名

検索等により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡は見当たらない。 

また、昭和 37 年４月から 39 年２月までの厚生年金保険の記録は、平成

12 年 11 月に追加訂正されたことが申立人のオンライン記録から確認でき

ることから、当該期間に係る国民年金保険料が納付されていれば還付され

ることとなるが、その記録は確認できないことから、36 年７月から 39 年

３月までの期間は当該記録が追加訂正されるまでは、連続した未納期間で



 

  

あったと考えられる。 

さらに、申立人のオンライン記録から、申立人は 60 歳到達後の平成 12

年 10 月１日に国民年金に任意加入し、同年 10 月から 13 年２月までの保

険料納付が認められることから、申立人は、申立期間とこの納付を混同し

ている可能性も否定できない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4285 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年２月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年２月から同年８月まで 

    私が、昭和 50 年２月頃会社を退職した際に、その会社が国民年金の

加入手続をやってくれた。Ａ市役所から国民年金の納付書が届いたので

Ａ市役所Ｂ出張所で保険料を納付した。申立期間の保険料が未納になっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、昭和 50 年２月頃会社を退職した際に、国民年金の加入手続

を会社がやってくれ、Ａ市役所Ｂ出張所で保険料を納付したと申し立てて

いる。しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、その記号番号前

後の被保険者の資格取得時期から、54 年５月頃に払い出されたものと推

認され、その時点では、申立期間は時効により納付できない期間である上、

当委員会においてオンライン記録による氏名検索等により調査したが、申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4286 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年３月から８年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年３月から８年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、学生であったので免除されて

いたはずである。申立期間が免除となっていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料については、学生であったので免

除されていたはずであるとしているが、申立人は、学生であった当時、国

民年金の加入手続及び免除申請の手続を行った覚えは無いと申述しており、

制度上、加入手続及び免除申請手続を行っていない申立期間の国民年金保

険料が免除されたとは考え難い。 

また、申立人の基礎年金番号は、厚生年金保険記号番号が付番されてお

り、申立期間は国民年金の未加入期間と推認され、制度上、申立期間の免

除申請手続を行うことはできない期間である上、当委員会においてオンラ

インの氏名検索等により調査したが、申立人に国民年金手帳記号番号が払

い出された形跡も見当たらない。 

さらに、申立人が、申立期間について免除の承認を受けたこと、及び免

除申請書を提出したことを確認できる資料は無く、ほかに免除の承認を受

けたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4289 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年１月から 62 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年１月から 62 年３月まで 

    昭和 60 年１月頃に、夫がＡを開業したので、夫婦一緒にＢ町（現在

は、Ｃ市）の町役場で国民年金の加入手続をした。国民年金保険料は口

座振替にしたが、その際、口座振替が開始する前の期間について夫婦二

人分の保険料を何か月分かまとめて 10 万円を納付した記憶がある。申

立期間が未納というのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 60 年１月頃にその夫がＡを開業したので、夫婦一緒に

Ｂ町役場で国民年金の加入手続をしたとしているが、Ｂ町の国民年金被保

険者名簿によると、申立人及びその夫は、63 年２月８日に新規に加入届

を行った記録となっている上、申立人及びその夫の国民年金手帳記号番号

（夫婦連番）は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得時期から、同年

２月頃に払い出されたと推認されることから、その時点では、申立期間の

うち 60 年１月から同年 12 月までの期間は時効により保険料を納付できな

い期間である。 

また、申立人は、国民年金の加入手続時に、口座振替により納付する旨

を伝えた際、４月分から口座振替にできると言われ、それ以前の期間につ

いて夫婦二人分を何か月分かまとめて 10 万円ほど納付した記憶があると

しているが、夫のＢ町の国民年金被保険者名簿によると、昭和 63 年３月

15 日に納付書が発行された記録となっており、オンライン記録によると、

62 年度分の保険料は、63 年４月８日に夫婦で一括納付したとされている



 

  

上、当該期間に係る保険料の納付金額は夫婦で 17 万 7,600 円であり、申

立人の申述する金額と類似することから、申立人はこのことと申立期間の

保険料を納付したこととを混同している可能性も否定できない。 

さらに、前述の申立人の国民年金の加入手続時点からすると、申立期間

のうち昭和 61 年１月から 62 年３月までの期間は遡って保険料を納付する

ことが可能な期間であるが、当該期間の保険料額は夫婦で 21 万 840 円で

あり、前述の 62 年度分の納付金額と合計すると、夫婦で 38 万 8,440 円と

なり、申立人の申述する金額と大幅に相違する。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4290 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年５月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年５月から 51 年３月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付していたのに、昭和 51 年４

月の婚姻後は保険料納付済期間であるのに対し、婚姻前の期間が未納期

間となっているのは納得できない。私は、婚姻に伴い姓を変更している

ので調べてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 51 年４月の婚姻後は保険料納付済期間であるのに対し、

婚姻前の期間が未納期間となっているのは納得できないとしているが、申

立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格取得

時期から、51 年 10 月頃に払い出されたと推認され、その時点では、48 年

５月から 49 年６月までの期間は時効により保険料を納付できない期間で

あり、49 年７月から 51 年３月までの期間は遡って保険料を納付できる期

間であるが、申立人は遡って保険料を納付した記憶は無いと申述している

上、当委員会において申立人の旧姓を含めオンラインの氏名検索等により

調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見

当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年５月から 13 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年５月から 13 年３月まで 

    申立期間は、国民年金保険料の申請免除期間とされているが、申請免

除の手続をした記憶は無く、申立期間の保険料は、Ａ社会保険事務所

（当時）及びＢ市役所（現在は、Ｃ市）の窓口で納付書に現金を添えて

納付したと思うので、納付記録が無いことに納得できない 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の国民年金保険料について、そのほとんどはＡ社

会保険事務所の窓口に納付し、遡って納付したことはないとしているため、

当該保険料は現年度納付となるが、日本年金機構Ｄ事務センター及びＥ年

金事務所では、当時、Ａ社会保険事務所の窓口においては、現年度の国民

年金保険料を収納していなかったとしており、申立人の主張は整合的では

ない。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ｂ市役所の窓口

で納付したこともあるとしているが、Ｃ市役所では、当時、Ｂ市役所の国

民年金担当窓口では、国民年金保険料を収納していなかったとしている。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4294 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から平成元年 10 月までの期間及び８年５月から

10 年 10 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62 年４月から平成元年 10 月まで 

             ② 平成８年５月から 10 年 10 月まで 

    申立期間①については、昭和 62 年４月頃、Ａ市役所で国民年金の加

入手続を行い、同市役所内の銀行の派出所及び郵便局で、納付書に現金

を添えて、国民年金保険料を納付したと思うので、納付記録が無いこと

に納得できない。 

また、申立期間②は、国民年金保険料の申請免除期間とされているが、

申請免除の手続をした記憶は無く、Ｂ社会保険事務所（当時）及びＣ役

所（現在は、Ｄ市）の支所で、納付書に現金を添えて、国民年金保険料

を納付したと思うので、納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間①の国民年金保険料を郵便局で納付したこともあ

ると思うとしているが、Ａ市役所では、当時郵便局の窓口においては、

国民年金保険料を収納していなかったとしており、申立人の主張は整合

的ではない。 

また、申立人は、申立期間①の１か月分の国民年金保険料は約１万

2,000 円であったとしており、当時の１か月分の国民年金保険料額と差

異がある。 

さらに、申立人は、申立期間①について、自分の国民年金保険料と一

緒に、当時同居していた両親の国民年金保険料を納付したこともあると

しているが、申立人の両親は申立期間①について未納となっている。 

 



 

  

２ 申立人は、申立期間②の国民年金保険料について、Ｂ社会保険事務所

の窓口で納付したこともあり、遡って納付したことはないとしているた

め、当該保険料は現年度納付となるが、日本年金機構Ｅ事務センター及

びＦ年金事務所では、当時、Ｂ社会保険事務所の窓口においては、現年

度の国民年金保険料を収納していなかったとしており、申立人の主張は

整合的ではない。 

また、申立人の夫は、申立期間②を含む平成８年５月から 14 年３月

までの期間は、申立人と同様に、国民年金保険料の申請免除期間となっ

ている。 

 

３ このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が両申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 4295 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成９年４月から同年 11 月までの期間及び 10 年 12 月から 11

年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年４月から同年 11 月まで 

             ② 平成 10 年 12 月から 11 年５月まで 

    申立期間①について、国民年金保険料を滞納していたが、Ａ市役所

（現在は、Ｂ市）から納付を催促する電話があり、約 10 万円を同市役

所の窓口で納付したと思うので、納付記録が無いことに納得できない。 

また、申立期間②について、国民年金保険料を滞納していたが、Ｃ社

会保険事務所（当時）から納付を催促する電話があり、約７万円を同事

務所の窓口で納付したと思うので、納付記録が無いことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ市役所から国民年金保険料納付を

催促する電話があったとしている一方、国民年金加入手続は行っていな

いとしているところ、オンライン記録では、申立人の国民年金に係る資

格取得日は、申立期間①より後の平成 20 年 12 月 26 日となっており、

日本年金機構Ｄ事務センター及びＥ年金事務所では、加入手続がされて

いなければ、保険料納付の案内はできないと思われるとしている上、Ｂ

市役所では、当時Ａ市役所においては、現年度保険料及び過年度保険料

について、電話による督促はしていなかったとしている。 

また、申立人は、申立期間①の国民年金保険料をＡ市役所の窓口で納

付したと思うとしているが、Ｂ市役所では、現年度保険料及び過年度保

険料について、当時Ａ市役所の国民年金担当の窓口では収納していなか

ったとしている。 

 



 

  

２ 申立人は、申立期間②について、Ｃ社会保険事務所から国民年金保険

料納付を催促する電話があったとしている一方、国民年金加入手続は行

っていないとしており、日本年金機構Ｄ事務センター及びＥ年金事務所

では、加入手続がなされていなければ、保険料納付の案内はできないと

思われるとしている上、オンライン記録では、申立人の国民年金に係る

資格取得日は、申立期間②より後の平成 20 年 12 月 26 日となっている。 

  また、申立人は、申立期間②の国民年金保険料について、会社に就職

した平成 11 年６月以後に、Ｃ社会保険事務所に納付したと思うとして

おり、同年６月から 12 年４月までの間に納付したとすると、申立期間

②の一部は現年度納付となるが、Ｅ年金事務所では、当時、Ｃ社会保険

事務所の窓口においては、現年度の保険料は収納していなかったとして

いる。 

 

３ このほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期

間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的

に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの

と認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案5659 

 

第１  委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和17年生 

住    所 ： 

 

２  申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和38年12月１日から39年２月１日まで 

         ② 昭和39年８月24日から40年１月29日まで 

         ③ 昭和40年４月８日から同年９月26日まで 

昭和38年９月にＡ株式会社を退職する際に、同僚に脱退手当金が受給

できると誘われ、請求手続に行き、一時金を受給した記憶がある。年金

記録を確認したところ、過去に勤務した６社の厚生年金保険被保険者期

間が脱退手当金として支給されたことになっていたが、株式会社Ｂ、株

式会社Ｃ及び株式会社Ｄの期間については脱退手当金を請求したことも

受給したことも無い。また、脱退手当金が支給されたことになっている

時期は出産間近で自分で手続に行ける状況ではなかった。今回、日本年

金機構からの通知もあり、再度調査を依頼することにした。記録の訂正

をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金計算の基礎となる厚生年金保険

被保険者期間の最終事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿等に

脱退手当金の支給を意味する「脱」表示を記載することとされているとこ

ろ、申立人の株式会社Ｄに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には当

該表示が記されているとともに、申立期間とそれ以外の期間を基礎とした

脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

また、申立人が受給を認めている期間の最終事業所であるＡ株式会社に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、脱退手当金の受給記録

がある者で同社を最終事業所とする者には「脱」表示があるが、申立人に



  

は当該表示が無い。 

さらに、申立人は、Ａ株式会社退職時に当該手当金を受け取ったとして

いるが、申立人の脱退手当金受給権は、昭和36年の法改正により37年４月

10日に株式会社Ｅで資格を取得した時点で消滅し、その後は40年６月１日

に改正法が施行され、株式会社Ｄで資格を喪失するまで発生しないことか

ら、申立人が主張する時期に脱退手当金を受給することはできない。 

加えて、申立人は当時、通算年金制度を知らなかったとしており、結婚

すると夫の扶養家族になるので自身の厚生年金保険はいらないと思ってい

たとしているところ、申立期間の事業所を退職後、昭和 61 年４月まで国

民年金や厚生年金保険等の年金制度への加入歴が無い申立人が、脱退手当

金の支給決定当時、受給しない明確な意思を有していたとは考え難い上、

申立人から聴取しても、申立期間を含む脱退手当金を受給したことを疑わ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5660 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年４月１日から 59 年４月１日まで 

    私は、昭和 56 年３月にＡ校を卒業し、学校の紹介でＢ区に所在した

「Ｃ」に同年４月から正社員として入社して、59 年３月末日まで同社

に勤務した。申立期間は社会保険料を控除されていたと記憶している。

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が提出した申立事業所前で撮影した写真、元同僚の証言及びＢ区

保健所から提供されたＣの従業員記録から、申立人は、申立期間において

有限会社Ｃに勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、有限会社Ｃは、厚生年金保険

の適用事業所となっていないことが確認できる。 

   また、申立人が元同僚として名前を挙げた６人のうち、連絡先が判明し

た４人に照会したところ、３人から回答があり、そのうちの一人は、「Ｃ

は厚生年金保険に加入しておらず、給与から厚生年金保険料を控除されて

いなかった。」と回答している。また、連絡先が判明した４人の公的年金

記録を確認すると、４人全員が厚生年金保険被保険者の記録は無く、その

うちの３人は国民年金の期間であり、一人は公的年金の記録が無いことが

確認できる。 

   さらに、申立期間当時の事業主及びその親族（取締役）３人の公的年金

記録を確認すると、３人全員が厚生年金保険被保険者の記録が無く、その

うちの二人は国民年金被保険者期間であり、一人は公的年金の記録が無い

ことが確認できる。 

加えて、有限会社Ｃの当時の事業主は既に亡くなっている上、同社は昭



  

和 62 年６月＊日に会社を閉鎖していることから、申立てに係る事実を確

認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

このほか、申立人が申立期間に事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、関連資料及

び周辺事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年３月 31 日から 48 年１月 31 日まで 

           ② 昭和 49 年１月 31 日から同年７月 31 日まで 

  私は、昭和 47 年３月末から 48 年１月末まで、及び 49 年１月末から

同年７月末まで、友人の父親が経営していたＡ有限会社に勤務したが、

厚生年金保険の被保険者記録が無い。また、以前、年金事務所で、「名

簿に名前のはっきりしない人がいる。」と言われたことがあり、その記

録が私のものではないかと思っている。調査をして、記録を訂正してほ

しい。 

  

第３ 委員会の判断の理由  

  申立人は、同僚の供述から、期間の特定はできないものの、Ａ有限会社

に勤務していたことがうかがえる。 

 しかしながら、当時の役員は、「Ｂという人は記憶に無い。資料は一

切無いため、厚生年金保険料の控除については不明である。」と回答して

いる。 

 また、同僚調査についても、申立人の雇用形態について同僚の一人か

ら、「アルバイトのようだった。」との供述があったが、他に申立人の厚

生年金保険料控除をうかがわせる回答は得られなかった。 

 さらに、両申立期間に係る雇用保険被保険者記録が無い。 

 加えて、申立人が主張している、「オンライン記録に名前のはっきり

しない人が一人いる。」という供述について職歴審査照会縦覧回答票及び

被保険者記録照会回答票を確認したところ、名前が無記入の資格取得者の



  

記録は見つかったが、健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したとこ

ろ、申立人とは別人の記録であることが判明した。 

 このほか、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことをうか

がわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： 昭和 28 年 11 月１日から 30 年２月 15 日まで 

  日本年金機構から平成 22 年９月に脱退手当金に関するはがきが届い

たので確認すると、昭和 37 年５月にＡ株式会社とＢ株式会社の脱退手

当金が支給されたとある。私はＡ株式会社の脱退手当金の申請は会社に

お願いし、受領もしたが、Ｂ株式会社に関しては申請を行っておらず、

受給もした記憶も無い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、脱退手当金の受給について、「Ａ株式会社の脱退手当金は、

当該事業所を退職する際、請求したが、Ｂ株式会社については、請求も受

給もしていない。」と供述しているが、昭和 29 年３月から 30 年 10 月の

間でＡ株式会社において資格を取得した同僚 69 人（申立人は、昭和 30 年

５月資格取得）の記録を調査したところ、オンライン記録から、31 人に

ついて脱退手当金が支給されており、そのうちの 21 人については、申立

人と同様に、ほかの事業所の記録も含めて一括処理されていたことが確認

できる。 

また、Ｂ株式会社の厚生年金保険被保険者期間は、当該事業所と一括し

て、脱退手当金を支給されたＡ株式会社の厚生年金保険被保険者番号と同

一の番号で管理されており、オンライン記録から確認できる脱退手当金の

支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和

37 年２月７日）から約３か月後の昭和 37 年５月１日に支給決定されてい



  

るなど、事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、手番「＊」に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、

上記資格喪失日から１か月後の昭和 37 年３月７日に脱退手当金の算定の

ために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の

裁定庁へ回答したとの記録が残されている。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26 年９月１日から 28 年４月１日まで 

               （Ａ組合） 

             ② 昭和 28 年４月１日から 33 年４月１日まで 

               （Ｂ株式会社） 

厚生労働省の記録では、申立期間に係る脱退手当金が支給されたこと

になっているが、当該脱退手当金は請求しておらず、受給もしていない

ので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、

申立人の脱退手当金支給決定日（昭和 34 年７月 16 日）の約２か月前に、

脱退手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）か

ら当該脱退手当金の裁定庁へ回答（同年５月 26 日）したことが記録され

ていること、及び脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、当該脱退手当金が支給決定された時期は、通算年金制度創設前で

あり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間がなければ年金は受給でき

なかったことから、申立期間②に係る事業所を退職後、厚生年金保険の加

入歴が無い申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえない

上、申立期間①に係るＡ組合の健康保険厚生年金保険被保険者名簿におけ

る申立人の氏名は、申立期間②に係る事業所を退職した約１年後の昭和

34 年３月 30 日に旧姓から新姓に氏名変更されており、申立期間の脱退手

当金が同年７月 16 日に支給決定されていることを踏まえると、脱退手当

金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然であり、ほかに脱



  

退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5665 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 12 月１日から６年 10 月６日まで 

厚生労働省の記録によると、申立期間における標準報酬月額が 22 万

円になっている。平成５年 11 月までの標準報酬月額は 32 万円であり、

申立期間において 10 万円も低い標準報酬月額になっている。申立期間

の標準報酬月額に係る記録を 32 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立期間における申立人の標準報酬月額と複

数の同僚の標準報酬月額を比較したところ、当該同僚についても、申立人

と同様に平成５年 12 月１日から従前額よりも低い標準報酬月額が記録さ

れていることが確認できるものの、申立人及び当該同僚の標準報酬月額の

記録には、遡及訂正等の不合理な処理の形跡は見当たらない。 

また、当該同僚のうち連絡先が確認できた同僚に、自身の記録等につい

て照会したものの、具体的な供述を得ることができなかった。 

さらに、Ａ株式会社の元事業主からは回答を得られず、市町村及び当該

事業所の管財人からも、申立人に係る厚生年金保険料の控除額が確認でき

る資料を入手できなかった上、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給

与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間についてその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5666 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年８月 18 日から 39 年１月 18 日まで 

             ② 昭和 40 年７月１日から 42 年３月１日まで 

    申立期間は脱退手当金が支給された記録になっているが、私は受給し

た記憶が無い。脱退手当金を受給したとされている期間について、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は法定支給額と一致している上、申立期間②に係

る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約８か月後の昭和 42 年 10 月 26

日に支給決定されており、申立期間②に係る申立人の健康保険厚生年金保

険被保険者原票には脱退手当金を支給したことを示す「脱」の表示がある

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5667 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33 年７月１日から 34 年６月１日まで 

             ② 昭和 34 年６月１日から 34 年９月 26 日まで 

     申立期間は脱退手当金が支給された記録になっているが、私はＡ株

式会社Ｂ局（現在は、Ｃ株式会社）の脱退手当金は受給したが申立期

間①及び②（Ｄ株式会社）は受給していない。脱退手当金を受給した

とされている期間について、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ株式会社Ｂ局のみの脱退手当金の請求を事業所に委任し受

給したとしているが、Ａ株式会社Ｂ局に係る申立人の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿では昭和 38 年から 45 年までに被保険者資格を喪失し、脱

退手当金支給記録のある同僚 15 人中、８人は当該事業所と同一の厚生年

金保険記号番号で管理されていた別の被保険者期間と合わせて支給決定さ

れていること、ほかの７人は当該事業所のみが被保険者期間であったため

当該期間のみ支給決定されていることを踏まえると、申立人についても当

該事業所と同一の厚生年金保険記号番号で管理されていた申立期間①及び

②とを合わせて請求したものと推認できる。 

また、オンライン記録では昭和 43 年 10 月 23 日に 108 月４万 9,440 円

が支給されたことになっており、この金額は申立期間①及び②並びにＡ株

式会社Ｂ局の被保険者期間を合算した月数及び法定支給額と一致する。 

さらに、申立人から聴取しても事業所で脱退手当金の請求手続を委任し

た際に、事業所から申立期間①及び②も合わせて請求する旨の説明はされ

ていないというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事

情は見当たらない。 



  

    これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 5668 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年６月１日から 32 年２月１日まで 

             ② 昭和 35 年７月 18 日から 36 年８月６日まで 

             ③ 昭和 36 年８月８日から 37 年９月 30 日まで 

    申立期間は脱退手当金が支給された記録になっているが、私は当時脱

退手当金制度を知らず、受給した記憶が無い。Ａ株式会社（現在は、Ｂ

株式会社）を退職して８か月後に支給とあるが、どこにどういう形で支

払われたのか、本人の承諾も無く脱退届が出せたのか教えてほしい。支

給日頃は夫婦そろってＣ市役所（現在は、Ｄ市）に勤務していたので請

求する理由が無い。脱退手当金を受給したとされている期間について、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録では、Ａ株式会社に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約８か月後の昭和 38 年６月７日に 34 月 4,676 円が支給されたこと

になっており、この金額は申立期間①、②及び③を合算した期間の月数及

び法定支給額と一致し、申立期間①の厚生年金保険被保険者台帳には脱退

手当金の算定のために必要となる標準報酬月額等を、厚生省（当時）から

当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことを示す「回答 38.4.13 済」の印が

あるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、昭和 37 年から 38 年までにＡ株式会社の被保険者資格を喪失し、

脱退手当金の受給権があった同僚 12 人中、支給記録のある者は二人しか

おらず、それぞれ喪失後１か月、10 か月で支給されていることから、事

業所が脱退手当金の請求に関与していた可能性は低いといえる。 

   さらに、申立人は「支給日頃はＣ市役所に勤務していたので請求する理



  

由が無い。」としているが、当該期間は厚生年金保険被保険者期間ではな

いことから、脱退手当金を請求することは可能である。 

加えて、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 5669 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 42 年７月４日から 44 年 12 月 31 日まで 

国（厚生労働省）からのハガキの記録では、Ａ株式会社に勤務してい

た申立期間が、脱退手当金支給済期間となっているが、私は脱退手当金

を請求しておらず、受給もしていないので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間であるＡ株式会社の被保険者期間（29 か月)につい

ては、脱退手当金を受給していないと申し立てているが、この申立期間と

最初に勤務した株式会社Ｂの期間を含めた期間で脱退手当金は支給されて

おり、その支給額に計算上の誤りは無い。 

なお、申立人は、株式会社Ｂの期間については脱退手当金を受給した記

憶があると供述しており、Ａ株式会社の厚生年金保険被保険者資格喪失日

（昭和 44 年 12 月 31 日）から約２年５か月後の 47 年５月 17 日に支給決

定されているものの、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人が申立期間に勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の申立人の記録には、脱退手当金を支給したことを示す、

脱表示の記載もある。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5670 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30 年 11 月１日から 34 年４月 30 日まで 

国（厚生労働省）からのハガキの記録では、Ａ株式会社（転勤前のＢ

株式会社を含む）に勤務していた申立期間が、脱退手当金支給済期間と

なっているが、私は脱退手当金を請求しておらず、受給もしていないの

で記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金については、その支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日（昭和 34 年４月 30 日）か

ら約４か月後の昭和 34 年８月 17 日に支給決定されているなど、一連の事

務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人が申立期間に勤務していた事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の申立人の記録には、脱退手当金を支給したことを示す、

脱表示の記載もある。 

さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記

載されているページとその前後の５ページに記載されている女性のうち、

申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 34 年４月の前後５

年以内に資格喪失し、かつ、脱退手当金の受給資格を有していた 75 人に

ついて脱退手当金の支給記録を確認したところ、51 人に支給記録が確認

でき、そのうち資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなさ

れた者は 36 人いることから、申立人についても事業主による代理請求が

なされた可能性が高いと考えられる。 

 加えて、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退

手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5671 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月４日から 44 年８月 21 日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、昭和 45 年３月 27 日に申立期間に係る

厚生年金保険の脱退手当金が支給されたことになっている。44 年８月

にＡ株式会社を退職後、株式会社Ｂに再就職しており、脱退手当金は請

求も受給もしていないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ株式会社に係る脱退手当金は、支給額も適正である上、申立

期間に係る事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給さ

れたことを表す「脱」の記載が確認できることなど、一連の事務手続に不

自然さはうかがえない。 

また、申立人は、脱退手当金支給日以後、厚生年金保険の加入歴が無く、

受給しない明確な意思を有していたとは考え難い上、申立人から聴取して

も請求及び受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していない

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5672 

 

第１ 委員会の結論    

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年３月７日から 43 年７月１日まで 

② 昭和 43 年７月１日から 45 年９月 10 日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、昭和 45 年 12 月１日に申立期間に係る

厚生年金保険の脱退手当金が支給されたことになっている。株式会社Ａ

を退職する際には、脱退手当金についての説明は無く、請求した記憶は

無いので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

当時の事務処理においては、脱退手当金を支給した場合、脱退手当金の

請求書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給し

た旨の「脱」表示をすることとされており、申立人が現在も所持している

厚生年金保険被保険者証には、当該表示が確認できることを踏まえると、

申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求されたものとは考え難い。 

また、申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された脱退手当金裁

定請求書には、申立人が当時住んでいたとされるＢ市の住所が記載されて

いる上、脱退手当金裁定伺等の関係書類には、脱退手当金の算定が記載さ

れるなど、適正な事務処理が行われている上、請求書類には申立期間に係

る事業所作成の退職所得の源泉徴収票が添付されていることを踏まえると、

申立人の意思に基づき脱退手当金が請求されたものと考えられる。 

さらに、申立人から聴取しても請求及び受給した記憶が無いというほか

に脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5673 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

       

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年７月１日から 38 年９月 30 日まで 

          ② 昭和 39 年９月 15 日から 42 年３月 31 日まで 

 日本年金機構からのはがきによれば、申立期間の脱退手当金が支払わ

れたことになっているが、脱退手当金を受給した覚えは無く、当時はＡ

地に居住し、冬季は毎年Ｂ地の実家に帰省しており、脱退手当金が支払

われたとする２月はＢ地にいたはずである。よく調べて記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金の請求書類として提出された昭和 43 年 11 月４日

Ｃ社会保険事務所（当時）受付の脱退手当金裁定請求書には、申立人の記

名及び押印がされており、申立期間に係る事業所名、その所在地及び勤務

期間が記され、記載内容に疑義は認められない上、脱退手当金支給額に計

算上の誤りは無いなど、受付から支給決定されるまでの一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

   また、申立人に聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5674 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年３月 31 日から同年４月１日まで 

    年金の記録を確認したら、平成元年３月の厚生年金保険の記録が無い

ことに気がついた。同年３月 31 日に退職のため、４月１日が厚生年金

保険の資格喪失日になると思う。最後の給料で厚生年金保険料も控除さ

れていたと思うので、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ株式会社に平成元年３月 31 日まで勤務したため、同年４

月１日が正しい資格喪失日だと主張している。 

しかしながら、申立人の厚生年金基金の資格喪失日は、平成元年３月

31 日であることが確認できる上、雇用保険の記録では、申立人のＡ株式

会社での離職日が同年３月 30 日であることが確認できる。 

また、申立人が記憶している複数の同僚に照会したが、平成元年３月

31 日まで勤務していたかは不明であるとしている。 

さらに、申立期間当時の事業主は死亡しており、申立人の勤務状況、保

険料控除等について確認できない。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集してきた関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月１日から平成元年２月 21 日まで 

   大学卒業後、昭和 50 年４月に株式会社Ａに就職し平成元年２月に退

職したが、厚生年金保険の標準報酬月額が全期間を通じて相違している。

給与明細書は無くしてしまったが、実際に支払われた給与はもっと多か

ったので正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａは、「当時の担当者及び資料等が存在していないため申立て

については不明であるが、適切な処理を行っていたと思う。」旨の回答を

している。 

   また、申立人の株式会社Ａに係る雇用保険の記録によると、昭和 50 年

４月１日の資格取得時月額は９万 7,000 円、平成元年２月 20 日の離職時

賃金日額は 9,817 円（9,817 円×30 日＝29 万 4,510 円）であるところ、

厚生年金保険被保険者資格取得時の標準報酬月額は９万 8,000 円、被保険

者資格喪失時の標準報酬月額は 28 万円であり、ほぼ一致していることが

確認できる。 

   さらに、申立人と同期で入社した同僚二人との申立期間当時の標準報酬

月額を比較すると、申立人の標準報酬月額がほぼ全期間を通じて一番高い

ことが確認できる。 

   加えて、申立人が申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた事実を確認

できる給与明細書等の資料も無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当らない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から７年８月１日まで 

    平成４年４月からＡ株式会社に勤務したが、６年１月１日から７年８

月１日までの期間について、給与が下がった記憶が無いにもかかわらず、

標準報酬月額が 22 万円から 19 万円に減額されているので、正しい標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社（平成 15 年５月に破産終結済）の元事業主は、申立人の保

険料控除及び納付状況について、「当時の書類が無く、確認できない。」

と回答しているほか、申立期間当時に同社における厚生年金保険被保険者

記録のある者 15 人に照会し、６人から回答を得たが、申立内容を確認で

きる供述は得られなかった。 

また、同僚の一人から提出された平成６年４月から９年４月までの「社

員給料データ（一部）」（昇給毎の固定給明細）により、申立期間におい

て固定給部分に減額は見られないものの、当該固定給に変動給を合算して

算定される標準報酬月額が、一部の被保険者について減額となっている期

間があることが確認できる。 

さらに、申立期間におけるほかの同僚のオンライン記録についても、標

準報酬月額が１等級から５等級の減額となっている記録があることが確認

できる。 

加えて、申立人のオンライン記録に遡って標準報酬月額の訂正が行われ

た形跡もうかがわれないほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、



  

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 5679 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年４月から同年 12 月まで 

             ② 昭和 51 年８月から 52 年２月まで 

    昭和 48 年４月から同年 12 月までの標準報酬月額が低すぎる上、51

年８月から 52 年２月までの標準報酬月額が 17 万円のはずが、５万

6,000 円に極端に引き下げられている。 

    調査の上、正しい標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、株式会社Ａに係る厚生年金保険の標

準報酬月額が相違していると主張している。 

しかしながら、オンライン記録から、申立人と同日入社で、昭和 48

年４月１日に被保険者資格を取得した元同僚３人(同種の業務を担当)に

ついても厚生年金保険の資格取得時の標準報酬月額は、申立人と同じ４

万 8,000 円となっていることが確認できる。 

また、申立人及び上記元同僚３人は、被保険者資格取得から６か月後

の昭和 48 年 10 月の定時決定において、いずれも同額の標準報酬月額５

万 2,000 円と記録されている上、申立期間①について、当該事業所に係

る事業所別被保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載

内容に不備は無く、オンライン記録とも一致しており、遡って標準報酬

月額の訂正が行われた形跡もない。 

 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、標準報酬月額が 17 万円であるのに、



  

５万 6,000 円に標準報酬月額が引き下げられており、標準報酬月額が相

違していると主張している。 

しかしながら、オンライン記録から、申立人及び上記元同僚の３人の

うち、同日退社した二人の標準報酬月額も申立人の標準報酬月額と同額

になっていることが確認できる。 

また、申立期間②について、当該事業所に係る事業所別被保険者名簿

を確認しても、申立人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、オン

ライン記録とも一致しており、遡って標準報酬月額の訂正が行われた形

跡もない。 

 

  ３ 申立人は、申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生年

金保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無

く、このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額

に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5680 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 また、申立人は、申立期間②から⑰までに係る厚生年金保険被保険者記

録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年10月18日から平成15年 10月１日まで 

             ② 平成７年７月 

             ③ 平成７年12月 

             ④ 平成８年７月 

             ⑤ 平成８年12月 

             ⑥ 平成９年７月 

             ⑦ 平成９年12月 

             ⑧ 平成10年７月 

             ⑨ 平成10年12月 

             ⑩ 平成11年７月 

             ⑪ 平成11年12月 

             ⑫ 平成12年７月 

             ⑬ 平成12年12月 

             ⑭ 平成13年７月 

             ⑮ 平成13年12月 

             ⑯ 平成14年７月 

             ⑰ 平成14年12月 

    Ａ株式会社に勤務していた期間の昭和 46 年 10 月から平成 15 年９月

までの標準報酬月額が当時の給与と比べて低い、もっと収入があったと

思う。また、同社に勤務していた期間のうち、平成７年７月から 14 年

12 月までに支給された賞与から厚生年金保険料が控除されている。調



  

査の上、標準報酬月額及び賞与に係る年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、当該期間の標準報酬月額が当時の給

与と比べて低いと主張している。 

しかしながら、Ａ株式会社は報酬月額の届出について、「平成６年以

前は、総支給額から成果配分を差し引いた額で届け出ていた。７年以降、

数年かけて成果配分を含めた総支給額を報酬月額に変更した。」と供述

しており、申立人の所持している平成元年１月以降の給与明細書を検証

したところ、６年 10 月の定時決定までは、総支給額から成果配分を差

し引いた支給額に見合う報酬月額で届け出されており、９年 10 月の定

時決定から総支給額に見合う報酬月額で届け出されていることが確認で

きる。 

一方、平成７年 10 月から９年９月までの報酬月額の届出について、

同社は、「一気に総支給額を標準報酬月額にするのではなく、数年かけ

て段階的に総支給額に合うようにしていた。報酬月額を届け出た金額の

根拠については、当時の資料等が無いので分からない。報酬月額の届出

については、申立人に限らず、当時の社員は全て同じ取扱いをしてい

た。」と供述している。 

また、申立人の給与明細書から控除されている厚生年金保険料に見合

う標準報酬月額とオンライン記録は、当該期間のほぼ全期間にわたり一

致している。 

さらに、社会保険事務所（当時）が保管する被保険者原票の昭和 46

年 10 月から 62 年９月までの標準報酬月額とオンライン記録は一致して

おり、また、同社が加入しているＢ組合で確認することができる平成６

年 10 月から 15 年９月までの申立人に係る標準報酬月額とオンライン記

録も一致している。 

加えて、同社は、「平成９年以前の賃金台帳、源泉徴収簿等の厚生年

金保険料の控除を確認できる資料は無い。」と供述している上、申立人

は、昭和 63 年 12 月以前の給与明細書を保管していないため、63 年 12

月以前についての厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



  

 

２ 申立期間②から⑰までについて、申立人は、支給された賞与から厚生

年金保険料が控除されていると主張しているところ、申立人の所持して

いる賞与明細書から厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

しかしながら、制度上、賞与から控除された厚生年金保険料を年金給

付額に反映させる総報酬制が導入されたのは、平成 15 年４月１日から

であり、７年４月１日から 15 年３月 31 日までの期間については、賞与

から控除された厚生年金保険料は特別保険料とされ、当該保険料は年金

額の計算の基礎とはならない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間②から⑰に係る厚生

年金保険被保険者記録の訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5682 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30 年４月から 32 年３月頃まで 

申立期間については、Ａ社に勤務していた。当時、女性のＢさんと自

分は事務員として内勤、Ｃさんが営業、所長ははっきり覚えていないが

Ｄさんであった。勤務地は、はっきり覚えていないが、Ｅ市Ｆ区Ｇ町の

自宅から通勤しており、Ｈ地かＩ地あたりであった。会社の屋上でＢさ

んと一緒に写した写真があるので、Ａ社に勤務していたのは間違いない

が、厚生年金保険の記録が無いので、調査の上、被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所有していた当時の事業所の屋上で撮った写真に写っている同

僚が、「申立人の勤務期間は覚えていないが、写真に一緒に写っているの

は自分である。屋上の写真は、昭和 31 年８月頃であり、申立人はＡ社Ｊ

支社で支部内勤として、自分と一緒に１日８時間かそれ以上勤務してい

た。」と供述していることから、期間の特定はできないものの、申立人が

同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、前述の同僚は、「私は、高校を卒業してすぐに、知人が

いたので、Ａ社Ｊ支社の支部内勤として入ったが、Ａ社の正規の社員では

なく、支社における支部の社員であった。当時、Ａ社は、支部内勤を認め

ていなかったので、本社で試験を受けて正規に入社した内勤事務員とは待

遇が違っており、支部内勤者の給料は、支部の外交の成績を加味して支給

されていた。申立人はＫ支部の所属であった。」と供述している。 

また、当時、Ｊ支社で営業幹部としてＬの外務職員（外交員）の採用及

び教育・育成を行っていたと回答している同僚は、「本社で正規採用の内



  

勤職員は、雇用契約で結ばれているが、一般外務職員、外務籍支部長は、

委任契約で出来高払となっていた。」と回答しており、支社における支部

の内勤事務員について、「当時、支部には本社で正規採用された事務員は、

配属されなかったので、支部長は、自分の支部の事務処理をするために、

会社には営業の一般外交員として登録をするが、内勤の事務をさせて、支

部長の出来高の一部を割り振っていたという支部の内勤事務員を使用して

いた。仕事は、支部の内勤事務を行っていたとしても、待遇は一般外交員

となっており、委任契約となっていた。支部外交員の社会保険への加入は、

支部長に任されていたので、支部長が加入させていなかったと考えられ

る。」と供述している。 

さらに、上記の写真に一緒に写っていた同僚も、「当時の支部内勤者の

社会保険加入については、付いていた支部長がどのように扱っていたかで

違っている。私の場合には、支部長が優遇してくれて、昭和 31 年７月か

ら加入させてくれた。後から支部内勤者の待遇が、正規に試験を受けて入

社した人と違うことが分かったので、32 年 11 月頃に試験を受けて、正規

に社員として採用された。」と供述している。 

加えて、Ａ社Ｊ支社に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

によると、申立人が氏名を覚えていた営業の同僚の同支社における被保険

者資格の取得日は、昭和 32 年１月１日となっており、30 年４月１日から

32 年８月１日までの期間に、申立人の氏名は見当たらず健康保険証番号

は連番となっており欠番も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5684 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年９月１日から 11年 10月 29日まで 

株式会社Ａで事業主であった期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

国の記録では、それまで 32 万円だったものが９万 2,000 円に引き下げ

られているが、申立期間の月給は 32 万円だったと記憶している。当時、

会社の業績が悪化し、社員は全員退職しており、夫婦二人だけになって

いた。社会保険料の支払もきつくなったため、国民健康保険に変更しよ

うかと社会保険労務士に相談した記憶がある。また、社会保険事務所

（当時）にも二度ほど相談に出向いた記憶もある。給与については、32

万円よりも下げようがないのに、なぜ９万 2,000 円になっているのか分

からないが、当時の資料等は既に無い。標準報酬月額の記録がおかしい

ので、調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録では、平成 10 年９月 28 日付けで、申立人の８年 10 月、

９年 10 月及び 10 年 10 月の算定による標準報酬月額 32 万円が取り消され、

８年９月１日まで２年間遡って、標準報酬月額が９万 2,000 円に減額訂正

されていることが確認できる。 

 また、法人登記簿謄本によると、申立人は、申立期間当時、株式会社Ａ

の代表取締役であることが確認できるところ、当時の同社の経営状況につ

いて、「資金繰りには苦労していたが、申立期間において、事業所には社

会保険料の滞納が無かった。」と回答している。 

しかしながら、オンライン記録に事業所の委託先として社労士コードが

登録されている社会保険労務士は、「確かに株式会社Ａの顧問社労士をや

っていた。平成 10 年 10 月の申立人の算定届は、同年８月に 32 万円で提



  

出したが、同年９月で社会保険料の滞納が 176 万 9,166 円あったことから、

社会保険事務所から標準報酬月額を８万円（厚生年金保険の場合は、下限

額が９万 2,000 円となる。）に変更して、会社が支払う月々の社会保険料

を 7 万 1,649 円に下げることにしたい旨の話があったので、会社と話をす

るようにしてもらった。」と供述しており、「平成 11 年２月頃には、会

社と社会保険事務所との間で話がついていて、標準報酬月額が８万円に引

き下げられていたので、11 年 10 月の算定届を提出するために７月 26 日

に会社訪問し、８月 13 日に書類を提出したが、その時は８万円で届出を

提出した。」と供述している。 

また、株式会社Ａに係る滞納処分票によると、同社は平成８年１月から

社会保険料の滞納を始めており、10 年８月 13 日に申立人が社会保険事務

所に出向いて、滞納分保険料の今後の納入計画について、改めて、顧問社

労士と一緒に来所のうえ相談させてほしいと申し出ていることが記載され、

ついで同年９月 14 日に申立人より電話、近日中に社労士と来所したいと

の申出ありの記載が確認できる。 

さらに、申立人は、平成８年９月１日に遡及して行われた当該標準報酬

月額の減額訂正処理について、「書類の作成、手続に関しては、妻が行っ

たと思う。」と回答し、「訂正処理が行われたことを知っており、訂正処

理に同意したが、額については不明、不同意であり、手続上のことと思っ

ていた。国民健康保険に変更するよりも、給与額を下げれば保険料が下が

り社会保険の加入期間を続けた方が得だと言われたみたいで、将来の年金

額に影響が出るものとは考えもしなかったし、むしろそんなことができる

なら、もっと早く手続すれば良かったと思った。」と回答している。 

加えて、前述の顧問社会保険労務士は、申立人の社会保険に係る権限に

ついて、「算定届には、会社の社判が無いと受け付けてもらえなかったの

で、必ず社判をもらって提出していた。奥さんから社判を押してもらうこ

ともあったが、奥さんも取締役であり、当然、事業主としての社会保険上

の権限は社長である申立人にあった。奥さんが、社会保険事務所と話して

減額訂正の届出を提出したとしても、会社がやったことなので事業主とし

ての責任があるはずである。」と供述している。 

   これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついては責任を負うべきであり、記録訂正の原因となった会社の行為があ

りながら、当該訂正処理が有効なものではないと主張することは信義則上

許されず、申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る

訂正を認めることはできない。  



  

埼玉厚生年金 事案 5685 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年９月１日から 30 年７月１日まで 

    株式会社Ａに入社したのは、前社退職数日後であり、田舎から出て来

たので住むところも無く、前社及び同社も寮に住んでいたので間隔が空

くはずがない。また、同社に入社してすぐ病院にかかった記憶があり、

健康保険には加入していたので、この期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間当時に株式会社Ａに勤務していた複数の元同僚は、申立人が申

立期間において当該事業所に勤務していたことについて「不明である。」

と回答している上、申立人とは同社の寮で相部屋であり、最も仲の良かっ

たとしている元同僚も既に亡くなっていることから、申立人の申立期間に

おける勤務実態を確認することはできない。 

また、当該事業所の元同僚から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料

の控除について具体的な供述を得ることはできず、株式会社Ａは昭和 35

年１月 16 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時の事

業主も既に亡くなっており、後継会社であるＢ株式会社においても、当時

の資料が保管されていないことから、厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できない。 

 さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立期

間及びその前後の期間に申立人の氏名は見当たらない上、厚生年金保険被

保険者台帳記号番号払出票においても、資格取得年月日は昭和 30 年７月

１日、番号払出年月日は 30 年７月 13 日と記載されており、不自然さは感

じられない。 



  

 このほか、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5694 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年 11 月１日から 38 年１月 10 日まで 

② 昭和 38 年１月 30 日から同年３月１日まで 

③ 昭和 38 年５月１日から同年９月 20 日まで 

昭和 37 年 11 月１日から 38 年９月 20 日までＡ株式会社でＢ配送等の

運転手として勤務したが、年金記録によると、Ａ株式会社とＣ株式会社

の２社の記録があり、申立期間①、②及び③が厚生年金保険に未加入に

なっている。申立期間①及び②は、Ａ株式会社、申立期間③は、Ｃ株式

会社の申立てとしたが、申立期間②はどちらの会社か分からないが勤務

していたことには間違いない。全ての申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ株式会社に被保険者記録のある同僚 12 人に

照会して８人から回答あり、そのうちの一人が、「申立人は昭和 37 年

から勤務していた。」、また、別の一人が、「期間は特定できないが勤

務していた。」と供述しており、申立人が申立期間①に勤務していたこ

とがうかがえる。 

しかしながら、上記の回答があった８人のうち、５人が、「Ａ株式会

社は入社後１か月から１年間の試用期間があり、その間は厚生年金保険

に加入できなかった。」と供述している。 

また、Ａ株式会社の当時の事業主は既に死亡しており、申立人の申立

期間①に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況等について確認する

ことができない。 

さらに、申立期間①に係るＡ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿の健康保険証番号は連番になっており欠番は無い。 

 



  

２ 申立期間②について、申立人は当該期間は、Ａ株式会社又はＢ株式会

社のどちらかの会社に勤務していたと供述しているところ、Ａ株式会社

について、上記のとおり同僚８人から回答が得られたが、申立人の申立

期間②当時の勤務状況について確認することができない上、このうちの

４人が、「Ａ株式会社の退職日と厚生年金保険の資格喪失日は合致して

いた。」と回答していることから、申立人もＡ株式会社の退職日と厚生

年金保険の資格喪失日は合致しており、昭和 38 年１月 30 日にＡ株式会

社の厚生年金保険の資格喪失をしていると推認できる。 

また、Ａ株式会社の当時の事業主は既に死亡しており、申立人の申立

期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険の適用状況について確認するこ

とができない。 

さらに、当該期間に係るＡ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者

名簿の健康保険証番号は連番になっており欠番は無い。 

一方、Ｂ株式会社について、申立人の主張及び上記理由から、申立人

は、申立期間②にＢ株式会社に勤務していたと考えられるものの、適用

事業所名簿によると、Ｂ株式会社が適用事業所になったのは昭和 38 年

３月１日であることから、申立期間②当時は、厚生年金保険の適用事業

所でないことが確認できる。 

また、Ｂ株式会社に被保険者記録のある同僚６人に照会して３人から

回答が得られたが、申立人の申立期間②当時の勤務実態について確認す

ることができない。 

 

３ 申立期間③について、申立人はＢ株式会社に勤務していたと申し立て

ているが、前述の同僚３人からは当該期間の勤務実態について、確認す

ることができない上、上記適用事業所名簿によると、同社が適用事業所

でなくなった日は昭和 38 年５月１日であることから、申立期間③当時、

同社は厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

 

４ このほか、申立人の全ての申立期間に係る厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる給与明細書等も無く、そのほかの関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、全ての申立期間に係る厚生年金

保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 5695 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月１日から 54 年 12 月 31 日まで 

  株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）に勤務していた申立期間の厚生年

金保険被保険者記録が無いので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

複数の同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申立人が株式会

社Ａに勤務していたことは、推認できる。 

しかしながら、株式会社Ａの事業主は、申立期間当時の厚生年金保険適

用関係資料を保存しておらず、申立人の厚生年金保険の加入及び厚生年金

保険料の控除については不明としている上、同僚からも申立人の当該期間

に係る保険料の事業主による給与からの控除について供述を得ることがで

きない。 

また、適用事業所名簿及びオンライン記録では、株式会社Ａは、昭和

54 年３月１日に適用事業所となっており、申立期間のうち同年２月 28 日

以前は、適用事業所ではないことが確認できる上、当該事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者原票では、同年３月１日以後の申立期間に資格

取得した者の中に、申立人の氏名は見当たらず、健康保険証の番号に欠落

もない。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 5696 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年 12 月１日から 39 年７月 31 日まで    

     有限会社Ａに申立期間に勤務していたが、この期間の厚生年金保険

が未加入になっているので、この期間を厚生年金保険の被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述から、申立期間当時、申立人が有限会社Ａに勤務していたこ

とは認められる。 

しかしながら、当時の事業主は既に亡くなっており、元役員は申立期間

当時、社会保険の業務に関与しておらず厚生年金保険料を控除していたか

分からないとしている上、複数の同僚から申立人の申立期間に係る厚生年

金保険料の事業主による給与からの控除について供述を得ることができな

い。 

また、オンライン記録によると、有限会社Ａが厚生年金保険の適用事業

所となったのは、申立期間後の昭和 39 年８月４日である。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5697 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年４月 10 日から 35 年４月 20 日まで  

② 昭和 35 年 10 月１日から 36 年５月１日まで 

    有限会社Ａに昭和 34 年４月 10 日から 36 年４月 30 日まで勤務し、当

該期間は厚生年金保険に加入していたはずなのに、年金記録が 35 年４

月 20 日から同年 10 月１日までとなっているのは納得できない。両申立

期間を厚生年金保険に加入していたと認めて欲しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 34 年４月 10 日から 36 年４月 30 日まで有限会社Ａにお

いて継続勤務しており、申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険

者であったと主張している。 

  しかしながら、申立期間当時に同社において被保険者であった同僚のう

ち、連絡先の判明した者 10 人に照会したところ、６人から回答が得られ、

うち５人が申立人を記憶していたものの、申立期間①及び②に係る勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について具体的な供述を得ることができなか

った。 

  また、有限会社Ａは昭和 38 年６月 29 日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、同社は既に解散している上、当時の事業主は既に亡くな

っていることから、申立人の申立期間①及び②に係る勤務実態及び保険料

の控除を確認することができない。 

さらに、上記の回答があった同僚の一人は、申立期間①について「当時

は、給与の手取額を多くするため、厚生年金保険には加入しない者もい

た。」と供述している上、その他の一人は、申立期間②で申立人が同社に

おいて被保険者となっていないことについて、「入社後Ｂの経験を積み職



  

人として独立し、請負として仕事をした期間ではないか。」と供述してい

る。 

 加えて、申立人が申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

 このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 5698 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年９月 23 日から 31 年５月 22 日まで 

② 昭和 31 年５月 22 日から 36 年１月 12 日まで 

Ａに就職し、申立期間①はＢに、申立期間②はＣに乗船したので、申

立期間について船員保険の被保険者であったと認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人から提出された船員手帳の記載から、申立人が申立期間①はＢ

に、申立期間②はＣに雇用されていたことは確認できる。 

しかしながら、船舶所有者名簿によれば、Ｂ及びＣの船舶所有者と推認

される者について、船員保険の適用事業所でなくなった年月日が昭和 30

年９月 23 日と記載されており、申立人の氏名が記載された船員保険被保

険者名簿にも同様の記載があることから、申立期間は船員保険の適用事業

所ではなかったことが推認できる。 

また、船舶登記簿によれば、Ｂの所有者はＤ株式会社であるが、同社で

は、申立期間①当時の労働者名簿及び賃金台帳等の資料は無く、申立人の

勤務期間及び保険料控除について不明としている。 

  さらに、船舶登記簿によれば、Ｃの所有者はＥ株式会社であるが、同社

は既に解散しており、同社の元代表取締役は、申立期間②当時の資料の存

否について不明としており、申立人の勤務期間及び保険料控除について供

述を得られない。 

      加えて、申立人の氏名の記載がある船員保険被保険者名簿に記載され

た複数の同僚に照会したが、申立人の勤務期間及び保険料控除について供

述を得られない。 

なお、日本年金機構Ｆ事務センターでは、Ａについて、船員保険の適用



  

事業所としての記録は無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の給与からの控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


